
学生委員会

各研究科・学部の関連教員 ＋ 学生相談室（カウンセラー：臨床心理士）＋ 関連部署職員 
＋ 修学サポート相談室職員にて具体的な合理的配慮（案）を作成・検討

外部機関

障がい学生支援体制と意思決定

学生委員長（学生担当副学長）

大学執行部会議

学生相談室

●カウンセリング（学生・家族）
●教職員コンサルテーション

大学事務局・管理部門

●専門的各種支援
●施設・設備整備

所属研究科・学部

責任 ： 実施

補助 ：実施 

補助 ： 実施修学サポート相談室

●相談対応・定期面談
●支援方法の提案・助言
●支援者の育成・派遣
●支援技術の提供
●学内外連携の調整

拠点 ： コーディネーション
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